
佐　藤　雄一郎
佐　藤　俊　彦
遠　藤　　　徳
須　田　　　茂
浦　木　厚　利
               （東京事務所）

税務･会計･相続税の申告ご相談下さい

税理士法人 大手門会計
認定経営革新等支援機関

白河市大手町11-15　TEL／22-5656　FAX／22-5655　E-mail／ohtemon@tkcnf.or.jp

税理士・不動産鑑定士
税理士・中小企業診断士
税 理 士
税 理 士
税 理 士・弁 護 士

鈴木隆司税理士事務所
相続税の申告は･･･

白河市外薄葉15-1
TEL（0248）27-0316
鈴木隆司 検索

税理士　鈴木　隆司
税理士　亀山富美男

広報しらかわ　2023. ２（R5) 4

税の申告

問税務課市民税係☎㉘5506
各庁舎地域振興課

　表郷☎32222　　大☎☎2222　1☎東2222

会 場

時 間 午前の部　午前８時45分～11時
午後の部　午後１時～４時
白河地域　本庁舎５階　正庁
表郷地域　表郷庁舎３階　第４会議室
大信地域　大信庁舎２階会議室（大信保健センター）
東地域　　東農業技術センター（東庁舎隣り）　市役所で申告が必要と思われる方には、１月下旬に

案内を送付しています。新型コロナウイルス感染症対
策のため、できるだけ指定日時での来庁をお願いしま
す。なお、案内が届かない場合でも、フローチャート
を参考に申告が必要な方は、期間内にお越しください。

令和５年１月１日現在、白河市に住民登録
がありましたか？

スタート申告が必要な方
⇒フローチャートを参考に　
　確認しましょう。

令和５年１月１日現在、住民登録が
あった市区町村へ確認してください

令和４年中にどんな収入がありましたか？

非課税収入のみ（遺族年金・障がい
年金・失業給付金など）

農業、営業、不動産、雑・一時所得
などがある（青色申告を除く）

収入なし 主に年金収入 主に給与収入
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1市・県民税（住民税）の申告、所得税の確定申告
　は不要です。
2市・県民税（住民税）の申告が必要です。所得税
　の確定申告は不要です。
※給与・年金から所得税が引かれ、還付になる場合
　は、所得税の確定申告が必要です。

※市・県民税（住民税）の申告のみの場合は、なる
　べく市役所で申告してください。
※給与所得や公的年金収入以外に、20万円以下の
　所得（不動産所得、個人年金収入など）がある場
　合は、市・県民税（住民税）の申告が必要です。
3所得税の確定申告が必要です。

1 2 2 2 211 3 33※ ※

2はい

いいえ

期 間

（土・日・祝日を除く）
２２ ８８ ３３ 1515月 月日㈬ 日㈬～

フローチャート結果

税の申告税の申告令和４年分令和４年分

※このフローチャートは一般的な事例です。当てはまらない事例や記載されていない事例もありますので、ご不明
　な点は税務課へお問い合わせください。

　会場では、自宅からと同様に、原則自身のスマホ
により、自分で申告書などを作成していただきます。
　スマートフォンおよびマイナンバーカード、利用
者識別番号があれば、スムーズに作成できます。
　なお、会場への入場には「入場整理券」が必要で

す。当日配布とLINEによる事前配布がありますの
で、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
配布状況によっては、後日来場をお願いする場合が
あります。
《確定申告はスマホからがおすすめです！》《確定申告はスマホからがおすすめです！》
　スマホを利用して、国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」から申告書作成・送信ができ
ます。ぜひご利用ください。

問白河税務署☎㉒7111（代表）
※音声案内で「２」を選択

注意
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●期間　２月16日㈭～３月15日㈬
　　　　（土・日・祝日を除く）
●時間　午前９時～午後４時
●会場　市産業プラザ人材育成センター２階（中田）

※税務署からの指導により、確定申告の方は、e-Tax(電
　子申告）での受け付けとなりますのでご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用
　や、手指消毒にご協力をお願いします。

※個人で営業・農業・不動産収入がある方や医療費控除
　を受ける方は、必ず帳簿や明細書を作成のうえ、持参
　してください。職員は計算しませんので、整理してい
　ない方には再来庁をお願いする場合があります。
※控除関係の申告をする方は、案内が届かない場合でも
　申告期間内にお越しください。

申告に必要なもの ⇒▶共通　▶収入関係　▶控除関係から、該当するものを確認しましょう。

▶収入関係

□令和４年中の収入や経費をまとめた帳簿など
□令和４年分の源泉徴収票（給与・年金収入の方）

□上記以外の収入がある方は支払い額が分かるもの

白河税務署では申告書作成会場を開設します白河税務署では申告書作成会場を開設します

▶共通

□本人の口座番号が分かるもの（通帳など）

□税務署からの確定申告に関するお知らせ（通知書
　含む）※送付があった方のみ

マイナンバー
カード

マイナンバー通知カード＋
運転免許証などの身元確認書類

例① 例②

ま
た
は

＋

※申告書にマイナンバーの記載と、身元確認書類（運転免許
　証・保険証など）の提示が必要となります。

□身元確認書類
□個人番号（マイナンバー）確認書類

□扶養家族の個人番号（マイナンバー）確認書類

※国民年金保険料の納付額証明書は、白河年金事務所で交付
　してもらうことができます。
問白河年金事務所☎㉗4161

▶控除関係
□生命保険料（一般生命・個人年金・介護医療）、
　地震保険料の控除証明書

□令和４年中に納めた国民健康保険税、介護保険料、
　後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、任意継
　続保険料納付の領収書など

□障がい者手帳・療育手帳など

□医療費控除の明細書
　医療費控除を受ける方は、事前に「人ごと・
　病院（薬局）ごと」に分けて、明細書を作
　成のうえ提出をお願いします。なお、医療費控除
　の適用を受ける場合、医療費などの領収書は５年
　間保存が必要です。

□寄附金（愛の基金・各団体への寄附など）の領収書
※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けている方が確
　定申告を行う場合、寄附金控除もあわせて申告が必要です。

※医療費控除とは、支払った医療費が戻る制度ではありませ 
　ん。市県民税が非課税になる場合や給与・年金等から所得
　税が引かれていない場合は、医療費控除を申告しても還付
　は発生しません。

市に課税情報がないと不都合が生じます。案内が届かない場合でも（収入が無いなど）申告をしましょう。
◇所得課税証明書・非課税証明書の交付ができません。
◇国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定が受けられません。
◇介護保険料が正しく算定されません。　など

※所得税の還付がある場合に必要です。使用しない場合もあ
　ります。

申告をしないと…

◁国税庁
　ホームページ
   確定申告特集
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